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 第７６回全国視覚障害者福祉大会 
まほろばの国 奈良で開催 

【写真】日本視覚障害者団体連合 竹下義樹会長（右）と奈良県視覚障害者福祉協会

辰已壽啓会長(左) 
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今今年年ももハハイイブブリリッッドド方方式式でで   

日本視覚障害者団体連合（以下、日視連）と奈良県

視覚障害者福祉協会主催による第７６回全国視覚障害

者福祉大会（奈良大会）が、奈良県
な ら け ん

橿原市
か し は ら し

の DAIWA
ダ イ ワ

 

ROYAL
ロ イ ヤ ル

 HOTEL
ホ テ ル

 THE
ザ

 KASHIHARA
カ シ ハ ラ

を会場に５月２

１日から５月２２日まで開催されました。今大会は、

昨年と同様にリアル参加とオンライン参加を交えたハ

イブリッド方式で開催され、２日間をとおして全国か

ら多くの視覚障害当事者の参加がありました。 

今今大大会会ははシシンンポポジジウウムムもも開開催催   

１日目には、「踏切と横断歩道の安全を考えるシン

ポジウム」が開催されました。令和３年８月に静岡県
しずおかけん

三島市
み し ま し

で、令和４年４月には奈良県
な ら け ん

大和郡山市
や ま と こ お り や ま し

で、踏

切内において視覚障害者が列車と接触し死亡する事故

が起きました。それらの事故を振り返り、二度と起こ

ら な い よ う に す る べ く 、 そ の 方 策 を 考 え る 目的 で企

画・実施されました。 

始 め に 、 日本
にっぽん

歩行
ほ こ う

訓練士会
く ん れ ん し か い

の 古橋
ふるはし

友則
とものり

会 長 に よ る

「静岡・奈良での視覚障害者踏切事故と、道路横断を
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含めた日本歩行訓練士

会の取り組み」と、国

土交通省道路局企画課 

大西
おおにし

良
りょう

平
へい

課長補佐によ

る「国土交通省が進め

る安全対策について」

と題した基調報告が行 

われました。 

 その後、コーディネーターとして慶應義塾大学経済

学部 中野
な か の

泰
やす

志
し

教授と、登壇者として奈良県視覚障害者

福祉協会の役員を加え、パネルディスカッションが行

われました。登壇者の方々に、実際に踏切や横断歩道

を歩いた時の実感やひやりとした体験などを伺いなが

ら、報告者である古橋氏や大西氏の意見も交えて議論

は進められました。視覚障害者の踏切と横断歩道にお

ける危険な現状を把握し、安全対策を進める方策を探

る討論の場となりました。 

【写真】 

昨年４月に事故があった奈良県大和郡山市の 

近鉄橿原線の踏切 
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 最後に今回のシンポジウムの締めくくりとして、視

覚障害者が「踏切と道路を安全かつ安心して横断でき

ることを実現するための奈良宣言」が満場一致で採択

されました。日本視覚障害者団体連合 竹下
たけした

義樹
よ し き

会長は

「今日のシンポジウムはスタートに過ぎない。視覚障

害者の踏切や横断歩道における問題というのはまさに

緊急の課題であって、命が奪われた後では取り返しが

つかない。これまで犠牲になった人達の命を無駄にし

ないためにも、速やかに問題に取り組んでいかなけれ

ばならない。今日のシンポジウムや奈良宣言の内容を

国に要求するだけでは不十分であり、日視連が国交省

と連携していき、我々ができることをしなければいけ

ない。自分たちで、我々の仲間たちがより安全に社会

参 加 、 日 常 生

活 が 送 れ る よ

う な 環 境 を つ

く る と 決 意 し

た い 」 と 総 括

しました。 

 【写真】シンポジウムの様子 
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踏切と道路を安全かつ安心して横断できることを 

実現するための奈良宣言 

 

令和３年８月には静岡県三島市で、令和４年４月

には奈良県大和郡山市で、踏切内において視覚障害

者が列車と接触し死亡する事故が発生した。また、

平成３０年１２月には東京都豊島区で、早朝の横断

歩道において通勤途上の視覚障害者が自動車と接触

し死亡する事故も発生している。 

これらの死亡事故以外にも、ニアミスやヒヤリ・

ハットを経験した視覚障害者は数え切れず、視覚障

害者にとって、踏切や横断歩道は、危険な場所とな

っている。踏切や横断歩道は全国各地にあるため、

安 全 性 が 確 保 さ れ な け れ ば 、 視 覚 障 害 者 の 日 常 生 

活・社会生活に大きな影響を及ぼす。 

私たちはこのような痛ましい事故が二度と起こら

ないようにすると同時に、視覚障害者が踏切や横断

歩道を安全に安心して利用できるような社会が１日

も早く実現できることを求める。特に、国や道路管
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  理者、鉄道事業者等に対して必要な安全対策を早急に

実現することを強く求める。 

まず、視覚障害のある人は、安全に安心して踏切を

横断する権利を有する。しかし、現状では、音響や触

覚的な手掛かりがないため、踏切がどこに設置されて

いるかが分からない。近くに踏切があることが分かっ

たとしても、踏切がどこから始まり、どこで渡り終え

たのかを知るための手掛かりがない。また、踏切を横

断する際、歩行導線を示す誘導路が存在していないた

め、線路内に立ち入ってしまう等の危険性がある。さ

らに、もし万が一、踏切内に立ち入った直後に、遮断

機が閉じ、踏切内に閉じ込められてしまった際、安全

に安心して退避する方法が分からない。そのため、音
おと

サイン等で踏切の場所を示したり、踏切の始まりと終

わりが分かるような触覚的な手掛かりを設置したり、

踏切内の誘導路を示したり、緊急時の避難方法を示し

たりする等の対策が急務である。これらの安全対策に

ついて可及的速やかに、実証実験等を実施した上で、

ガイドラインに盛り込み、全国に普及させることを強

く求める。 
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 次に視覚障害のある人は、いつでも、安全に安心

して横断歩道を横断する権利を有する。しかし、現

状では、「視覚障害者誘導用ブロック（点字ブロッ

ク）」が敷設されていなかったり、敷設方法が不適

切だったり、老朽化していて機能していなかったり 

する場合があり、横断歩道の場所を知ることが困難

な場合がある。また、国のガイドラインにも記載さ

れている歩車道の境界を示す「２ｃｍの段差」がな

いために、間違って車道に出てしまう危険性のある

場 所 も あ る 。 さ ら に 、 道 路 を 横 断 す る 際 に 必 要 な 

「音響式信号機」や「エスコートゾーン」が設置さ

れていなかったり、老朽化して機能していなかった

り、時間によって音が止まっているために、車道に

迷い出て事故に遭遇する危険性の高い場所もある。

そのため、横断歩道の場所が分かるように点字ブロ

ックを適切に敷設・保守点検したり、車歩道の境界

を示す「２ｃｍの段差」を確保したり、車道に逸れ

ることなく道路を横断するために必要な「音響式信

号機」や「エスコートゾーン」を全ての横断歩道に

設置する等の対策が急務である。特に、「音響式信
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号機」の運用に際しては、時間制限等によって停止

する場合でも、視覚障害者の安全が脅かされないよ

うに留意する必要がある。これらの安全対策につい

て可及的速やかに、ガイドラインに盛り込み、全国

に普及させることを強く求める。なお、点字ブロッ

クの色や敷設方法、特に、隅切りのある道路におけ

る点字ブロックの適切な敷設方法等については、早

急に実証実験等を実施し、ガイドラインに反映させ

る必要がある。 
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最後に、踏切や道路を確実に横断するためには、

私たち視覚障害者も自身の歩行について確認するこ

とが必要である。また私たちも踏切や交差点の構造

を知り、どこにどのような形式の踏切や交差点があ

る か を 知 っ て お く こ と も 必要 で あ る 。 そ の た め に 

は、国や関係機関が、これらの情報を私たちが理解

できる形式で提供しておくことも必要である。これ

らの情報を踏まえた上で、歩行訓練士の協力も得な

がら、自らの歩行を見直す機会を持たなければなら

ない。また、必ずしも一人で踏切や道路を横断する

のではなく、不安なときは周りの人に援助依頼をす

ることも必要である。私たちは、これら必要な対策

を関係機関に求め、自らも考えることにより、踏切

や道路を確実に横断できることを熱望し、ここに宣

言する。 

【右写真】 

宣言を読み上げる奈良県視覚障害者福祉協会の 

辰已壽啓会長 
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令令和和５５年年度度  第第１１回回全全国国団団体体長長会会議議  開開催催   

  

シンポジウムに続き１日目には、令和５年度第１回

全国団体長会議が、オンライン参加も交え、全国の加

盟 団 体 お よ び 協 議 会 の 代 表 者 が 参 加 し 開 催 され まし

た。及川
おいかわ

清隆
きよたか

日視連副会長の司会、辰
たつ

已
み

壽
とし

啓
ひろ

奈良県視

覚障害者福祉協会会長と村上
むらかみ

芳
よし

継
つぐ

熊本県視覚障がい者

福祉協会・団体会長の議事進行の下、令和５年度の運

動方針（案）および団体提出議案について議論が行わ

れました。 

【写真】全国団体長会議の様子 
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運動方針（案）について竹下
たけした

義樹
よ し き

日視連会長は、障

害者差別解消法の改正や国連障害者権利委員会の総括

所見に実効性を持たせ、あるいは学校教育において障

害者に関する啓発・人権教育を促すことについて、視

覚障害当事者団体が果たす役割が大きいこと、移動の

安全確保は命に関わる急務であり、情報保障は視覚障

害者の永遠の課題であり改善を求めていくこと、あは

きを就きたいと思う職業とするための方策を検討する

とともに就労移行支援事業にも取り組むこと、雇用と

福祉の連携による重度障害者等就労支援特別事業の拡

充 等 に よ り 一 般 就 労 を 含 め て 進 展 さ せ る こ と 、

ＧＩＧＡ
ギ ガ

スクール構想で視覚障害児が取り残されない

よう支援策を検討し求めていくこと、英国のＥＣＬＯ
エ ク ロ

を参考にしつつ医療と福祉の連携を図ること、地域に

より差がある災害対策（ハザードマップ作成等）の促

進を求めていくこと、ブラインドスポーツなどの振興

を図ることなどを説明しました。 

参加者からは、中途視覚障害者の加盟団体への入会

を増やす取り組みが必要であること、買い物難民が生

まれないようサポーターが必要であること、乗降客数
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が 多 い 駅 を 重 点 に 環 境 整 備 す る だ け で は 不 十分 なこ

と、政治活動に同行援護事業を利用することについて

日視連としての方針を示す必要があること、その他、

ハザードマップ作成の現状等について発言がありまし

た。 

それらに対し竹下会長は、医療と福祉の連携を図る

中で中途視覚障害者の支援等に取り組むこと、買い物

を含む日常生活にかかわる福祉サービスの充実を求め

ていくこと、視覚障害者の利用が多い駅や危険性の高

い駅の整備を求めていくこと、同行援護の利用につい

ては厚生労働省とも協議しながら先送りすることなく

検討することなどを述べました。 

続 く 団 体 提 出 議 案 に 関 し て は 、 ４ 月 に 行 わ れ た 生

活、バリアフリー、職業の３つの分科会について各分

科会の座長より説明が行われ、その後の質疑では、い

わゆる盲学校でブラインドスポーツに取り組んでいな

いかのような誤解を招く表現は避けるべきこと、盲学

校では生徒数減に伴い予算と専門性の維持が難しくな

りつつあるが、インクルーシブ教育を含め教育の質を

維持・向上させるよう求めるべきこと、それがひいて

12
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は 就 労 促 進 の 基 盤 に な る こ と な ど の 発 言 が あり まし

た。 

最後に、協議事項として、ガイドヘルパーの必要性

を 知 っ て も ら い ヘ ル パ ー の 担 い 手 確 保 に つ なげ るた

め 、 改 正 障 害 者 自 立 支 援 法 が 成 立 し た １ ２ 月３ 日を

「視覚障害者ガイドヘルパーの日」とし、１２月３日

から公布された１０日までをその記念週間として働き

かけていくことを進めていきたい旨説明されました。 

式式典典はは今今年年ももラライイブブ配配信信  

 
【写真】式典の様子 
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２日目には、来場者に加えてＹｏｕＴｕｂｅ配信の視聴者

を交え、大会式典および大会議事が開催されました。 

第１部の大会式典では、奈良県視覚障害者福祉協会の小山
こ や ま

恵美
め ぐ み

理事の開会宣言、国歌・会歌斉唱、黙祷の後、奈良県視

覚障害者福祉協会 辰已
た つ み

壽
とし

啓
ひろ

会長から歓迎の挨拶が述べられま

した。 

 次に、日視連 竹下
たけした

義樹
よ し き

会長は主

催者挨拶として、新型コロナ感染症

の影響が緩やかになる中で、ようや

く全国から会員が参加できるように

なったとしつつも、まだ以前のよう

な多数の参加には至っておらず、来

年以降、徐々に戻るようにしたいと 

述べた上で、今年、奈良で２日間の大会を開催できることの

意味は大きいとし、全国大会の開催に向けてご尽力された地

元会員の方々をはじめ多くの方に感謝の意をあらわしまし

た。 

続いて、日視連顕彰表彰式、 山下
やました

真
まこと

奈良県知事、

亀田忠彦
かめだただひこ

橿原市長、奥野
お く の

信
しん

亮
すけ

衆議院議員、橋本
はしもと

岳
がく

衆議院議

員・日視連顧問、並びに小林
こばやし

茂樹
し げ き

衆議院議員の来賓祝辞、

【写真】 

主催者挨拶をする竹下義樹会長 
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高市
たかいち

早苗
さ な え

経済安全保障担当大臣・内閣府特命担当大臣のビデ

オメッセージ、森田
も り た

浩司
こ う じ

文部科学省初等中等教育局特別支援

教育課特別支援教育調査官による永岡
ながおか

桂子
け い こ

文部科学大臣の祝

辞代読の後、加藤
か と う

勝
かつ

信
のぶ

厚生労働大臣、斉藤
さいとう

鉄夫
て つ お

国土交通大

臣、衛藤
え と う

晟
せい

一
いち

参議院議員からの祝辞が披露されました。 

第２部の大会議事では、令和４年

度決議処理報告、令和５年度運動方

針を執行部の原案通り全会一致で可

決。続いて宣言・決議も全会一致で

採択されました。さらに、次年度の

第７７回大会開催地団体を代表し

て、熊本県視覚障がい者福祉協会・ 

団体の村上
むらかみ

芳
よし

継
つぐ

会長から挨拶があり、 

来年６月２日と３日に熊本市で開催 

することが報告されました。 

最後に、奈良県視覚障害者福祉協会の三口
み ぐ ち

雄
かづ

康
やす

副会長から

閉会が宣言され、拍手の中、来場者とオンライン視聴者を交

えた２日間にわたる大会が幕を閉じました。 

 

 
 

【写真】 

次年度開催地を代表して挨拶 

する熊本県視覚障がい者福祉 

協会・団体の村上芳継会長 
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 日視連顕彰被表彰者  

                 （敬称略・順不同でご紹介します） 

【村谷昌弘福祉賞】特別組織功労 

衛藤
え と う

良
よし

憲
のり

（大分県）  

【礎賞】組織功労 

武田
た け だ

利美
と し み

（秋田県） 川崎
かわさき

栄一
えいいち

（福島県） 堀口俊二
ほりぐちしゅんじ

（山梨県） 

塘添
とうぞえ

誠
せい

次
じ

（富山県） 金子
か ね こ

芳
よし

博
ひろ

（愛知県） 田尻
た じ り

彰
あきら

（京都府） 

外山
と や ま

龍子
た つ こ

（堺市） 吉田
よ し だ

昭
あき

雄
お

（奈良県） 安田
や す だ

和正
かずまさ

（山口県） 

【青い鳥賞】福祉・文化功労 

石黒
いしぐろ

宏和
ひろかず

（札幌市） 内藤
ないとう

恒史
つねふみ

（奈良県）  

垣内
か い と

初江
は つ え

（奈良県） 今 泉
いまいずみ

勝
かつ

次
じ

（神戸市） 

【光の泉賞】内助等功労 

添田
そ え だ

紀子
の り こ

（札幌市）  

井上
いのうえ

久仁子
く に こ

（関東ブロック・千葉市） 

福
ふく

喜多
き た

恭子
きょうこ

（関東ブロック・神奈川県）  

米島
よねしま

京子
きょうこ

（北信越ブロック・石川県）  

竹川
たけがわ

三男
み つ お

（福井県）  

鈴木
す ず き

敬子
け い こ

（東海ブロック・愛知県）  

大橋
おおはし

貞子
さ だ こ

（滋賀県）  

川田
か わ だ

弘美
ひ ろ み

（中国ブロック・岡山県） 
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井
い

貝
がい

仁
ひとし

（四国ブロック・徳島県）  

衞
え

藤
とう

文
ふみ

江
え

（九州ブロック・福岡市）  

大田
お お た

文子
あ や こ

（九州ブロック・佐賀県） 

【感謝状】  

社会福祉法人壷阪寺聚
つぼさかでらしゅう

徳会
とくかい

 

一般社団法人奈良県視覚障害者福祉協会（第７６回全国視覚障害者福

祉大会開催） 

 

速報!!  新執行部決まる！  

６月２7日に日本視覚障害者センターを会場にオンライン

で執り行われた令和５年度日視連定時評議員会では、役員の

選任が行われました。理事・監事の選任の議案が審議

さ れ 、 執 行 部 の 原 案 通 り に 承 認 。 新 た に １ ４名 の理

事、3名の監事

が選任されまし

た。 

 

 

 

【右写真】 

日本視覚障害者センター 

で行われた第４回理事会 

の様子。全国の理事、監 

事とオンラインで繋いで 

開催された 
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その後開催された第４回理事会では、会長に竹下
たけした

義樹
よ し き

氏、副会長に橋井正喜
は し い ま さ き

氏、片岡
かたおか

美佐子
み さ こ

氏、吉松
よしまつ

政
まさ

春
はる

氏

の３名が、常務理事に後藤
ご と う

英
ひで

信
のぶ

氏、三宅
み や け

隆
たかし

氏の２名が

それぞれ選任されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【左写真】 

左から順に、三宅隆常務理事、後藤英信常務理事 

【上写真】左から順に、竹下義樹会長、橋井正喜副会長、片岡美佐子副会長、吉松政春副会長 
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東東京京都都専専門門点点訳訳奉奉仕仕員員養養成成講講習習会会受受講講者者募募集集 

日視連では、東京都の委託による「令和５年度専門点

訳奉仕員養成講習会」を実施しています。 

対象：点訳の知識と経験があり、受講後に都内で活動 

   できる方 

期間：令和５年１０月４日～令和６年２月２２日 

 英語コース… 水曜日 １０時～１２時 

 理数コース… 木曜日 １３時半～１５時半 

 楽譜コース… 水曜日 １３時半～１５時半 

定員・回数：各コースとも定員１０名、全１０回  

申込書請求：８月１日～８月３１日（必着）に希望コー

ス名を明記した用紙と、住所・氏名を記入し９４円切手

を貼った返信用封筒（長形３号）を同封の上、下記まで

郵送ください。申込時に課題提出と来館による試験があ

ります。詳細は、日本視覚障害者団体連合ホームページ

(http://nichimou.org/all/news/braillelibrary-news/

160804-toshokan/)をご覧ください。 

問い合わせ先：日視連点字図書館 講習会担当 

    （電話：03-3200-6160 内線番号：７番） 
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◆◆ご寄付のお願いについて◆◆ 

 日本視覚障害者団体連合は視覚障害者自身の手で、

＜自立と社会参加＞を実現しようと組織された視覚障

害者の全国組織です。 

 1948年（昭和23年）に全国の視覚障害者団体（現

在は、都道府県・政令指定都市60団体が加盟）で結成

され、国や地方自治体の視覚障害者政策の立案・決定

に際し、当事者のニーズを反映させるため、陳情や要

求運動を行っています。 

活動内容は多岐にわたりますが、そのために必要な

経費の確保は、厳しい財政の中困難を極めています。 

視覚障害者福祉の向上を目指し、組織的な活動を維

持していくため、皆様からの特段のご厚志を賜ります

よう、何とぞ宜しくお願い申し上げます。 

■ゆうちょ銀行 

 記号番号 ００１６０－５－５３６１０４ 

 加入者名 社会福祉法人  日本視覚障害者団体連合 

■みずほ銀行 
 店名 高田馬場支店 

 預金種目 普通  口座番号 ２８６８１０１ 

 カナ氏名（受取人名） 

フク）ニホンシカクショウガイシャダンタイレンゴウ 

※領収証が必要な方、本連合が振り込み手数料を負担する専用の振込用紙をご

希望の方は、日本視覚障害者団体連合までご連絡ください。 

（電話：03－3200－0011）
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